
大正初期の外政機構

二局四課制の確立から臨時外交調査委員会設置に至る過程
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はじめに

明治19年2月26日の各省官制公布によって，内閣制度のもとにおける

行政機構として発足した外務省は，以後太平洋戦争の開戦に至るまで，

外交推進者としての主体性の確立を，絶えず，その組織課題として追求

しつづけなければならなかった。統帥権独立の制度的保障を背景としア，

軍事的アプロ一子が大きな比重を占めた近代日本の対外政策は，その形

成の過程において，主体を，容易には，外務省に一元化し得なかった。

さらに，多元的な権力主体の相互抑制！と均衡を権力構造の基本力学とす

る日本の政治指導は，必然的に，外交指導の局面における外務省の指導

性にも様々な制肘を加えることとなった。

I 

つぎに引用する外務省政務局長阿部守太郎の「支那ニ関スル外交政策

ノ綱領」と題する意見書の一節は，こうした条件のもとにおける外務省

の外交推進主体としての姿勢を，大正2年という時点で，表明したもの

に他なら辛い。（句読点は筆者が補った。）

日く，「外交ハ廟議ノ方針ヲ基礎トシテ専ラ外交機関ニ白 ＇｝テ施行セラ
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ルルヲ要シ，有モ同一政府ノ下ニ於テ他ノ機関力之ト持格スヘキ措置ニ

出ツJレヲ容Jレスヘカラス。外交ノ統一ヲ期スルノ＼国策ヲ貫徹スルニ最

モ必要ニシテ，固ヨリ喋々ヲf尭タストli!f!，従来往々外交機関ニ依Jレ政府

ノ方針以外ニ，他ノ官衛カ窃ニ一家見ヲ立テ，其所管部下ヲシテ政府／

方針ニ拘ラス行動セシムルカ如キ風説アルノ＼国家／為甚タ遺憾トスJレ

所ナリ。若シ帝国諸機関／行動区々ニ出テ，其間ニ脈絡統一ヲ欠カンカ，

到底十全／功ヲ奏スルヲ得サルノミナラス，却テ吾外交ニ甚大ナル累ヲ

及ホスコトアルヘシ。」

日清戦争の勝利によって中国へ侵出する足場を築き，日露戦争によっ

て極東におけるロシア勢力の排除に成功．した当時の日本は、日露協商の

数次の改訂を経ることによってロシアとの関係を安定化L，大陸政策を

展開する具体的方途を模索していた。こうした過程において，大陸政策

を推進する主導権をめぐって，外務省と陸軍の対抗関係が表面化してく

る。かねて外交の統ーを強調し，軍部の外交干渉を鋭〈批判していた阿

部政務局長が，大正2年9月5日，山本内閣の対中国「軟弱外交」に不

満を抱く右翼の青年によって刺殺されるという事件が起きたことは，そ

れを象徴的に表わしているといえよう。

一方，大正デモクラシ の揺熊期を迎えつつあった国内政治状況は権

力構造の内に，元老政治対政党政治といったもう一つの新たな対抗要因

を生み出していく。こうした対外環境と対内環境の双方からもたらされ

た二重の外圧は，外交と内政を密接な連関の下に置き，政治と外交の運

営主体たる権力集団内部に摩擦と亀裂を生ぜしめる結果となる。そのこ

とは，反面，このような対立関係を克服し得るだけの強力な指導性の発

揮を内閣に要請する。

第一時大戦の勃発という，日本にとっては偶発的ともいえる対外的客

観条件の変化は，大限内閣による対華21ケ条要求に象徴される強引な大

陸政策の展開と、寺内超然内閣の誕生にみられる権力主体の反動的形成

とをもたらす契機となった。大正6年6月6日に寺内内閣のもとに誕生
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した臨時外交調査委員会（以下，外交調査会という）は，前記の二重の

外部条件の変化を，外交指導という局面において受けとめて，これに対

応する機構を創出したものといえよう。外交調査会の構成メンバーに原

敬・犬養毅といった政党指導者が加わったこと，外交を政争の外に置く

という大義名分が掲げられたことは，外交調査会が二重の外圧の吸収装

置として機能したことを端的に物語っているといえる。

しかし一方では，予想外に長期化の様相を呈し始めた第一次大戦の戦

局は，権力中枢部をして，国際政治の既存の枠組みは崩壊するにちがい

ないという確信を抱かしめる。そして，戦争終結後に来る可能性が予想

される国際政治状況を検討して，それに対する対応を準備するという積

極的な課題をも外交調査会に委ねていく。

このように内外環境の転換への予兆を字んだ混沌とした状況下にあっ

て，外務省を中心とする外政機構は、行政組織として，一連の変化をど

う受けとめ，如何に対応していったのであろうか。大正初期の外政機構

の変容の過程を，外務省と外交調査会の協調と対抗という関係をも含め

て，上述の視点、から検討することが本稿の課題である。

II ニ局四課制の確立

明治26年10月31日の外務省官制の改正にともなう分課規定の改正は，

政資節減の要求に対応すべき行政改革の一環としてなされた υのであっ

たが，外務省はこれによって，同時に，「近代的外政機構を確立し，また，

それを運営する外務官僚 外交官領事官一一制度を導入することにも
。1

成功したのである。」 この改革における機能の統廃合は，「外政機構それ
川｝

自身に内在する原理に基づいて」行なわれ，機構の簡素化と事務の合理

化とを達成したという点でも意義深いものであった。

その後，明治33年，明治36年，明治44年と数次の小規模な改革を経て，

大正2年6月13日の外務省官制の改正，同日付の分課規定の改正に基づ

く二局四課制の確立に至る。
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日露戦争と戦後経営のための外債の累積は，明治44年8月に成立した

第2次西園寺内閣以来，歴代の内閣に行財政の整理という課題を課すこ

とになる。この経費節減を企図する行財政改革は，陸海軍による軍備増

強の要請と，緊縮財政及び減税を要求する世論との聞の角逐の中で進展

をみる。かくて，大正2年，山本内閣，外務大臣牧野伸顕のもとにおけ

る行政整理の一環として，既述の外務省の改革もなされたのである。こ

の改革で，取調局が姿を消し，大臣・次官の下に，大臣官房・政務局・

通商局を配置する仕組みが出来あがった。大臣官房には人事課・文書課・

会計課翻訳課電信課が置かれ，外交事務を扱う政務局と，通商航海

及び移民事務を扱う通商局が各々二課に分かたれ，両局とも第一謀がアジ

ア地域を，第二課がアジア以外の各地域を担当するという体裁が整えら

れた。この「二局四課制」は第一次大戦を経過して，大正8年に条約局

の新設をみるまで維持されるが，その意味でこれは，「外務省の初期の比

較的簡素な合理的な姿の行き着いた形態」を示しているといえよう。

この改革の際の外務省の首脳部は，牧野外相を中心に，松井慶四郎次

官，阿部守太郎政務局長，坂田重次郎通商局長といった陣容であった。

6月13日に官制が改正されたその次の日，次官室においてj事務簡捷ニ

関スル排法ヲ討議シ，本省ニ於テ賓行スヘキ事項，在外公館ニ注意スヘ

キ事項」が協議決定された。この会議に参集したのは，上記の松井次官，

阿部政務局長，坂田通商局長の他，清水会計課長，埴原電信課長，大鳥

人事課長，瀬川文書課長である。決定された内容は，大きく分けると本

省関連事項と出先の在外公館関連事項との二つになるが，細かくは，本

省で接受した電信や公信を省内で回覧する場合の方法，関連の他省に送

付する際の形式，また，在外公館へ発送する場合の方法，また逆の場合

の書式等々，さでは公信に使う紙の紙質の規定から筆記用具の選定に至

るまできわめて多岐にわたる。その中から，外務省における情報の収集

や訓令の作成，さらに集められた情報の取捨選択やその流通経路といっ

た，外務省の機能の実際運営上の点から，注目に値する二，三の項目を
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検言すしてみよう。

まず，本省で実行すべき事柄として，「本省内他局課ニ協議ヲ要スル事

件ハ其案文ニ「協議」／印ヲ施シテ回送シ，車ニ参考／為ニ回覧ニ供ス

Jレモノハ「回覧』ノ印ヲ施シテ送付シ，以テ責任ノ所在ヲ明ニシ，慮務

ノ便利ヲ園jレコト」という項目がある。この事項から推察されることの

一つは，事件によっては情報が案文の形で省内の各局課，即ち組織の縦

と横に伝達されるネットワークが存在し，その情報のレベルには，協議

を必要とするもの，つまり案件の処理にあたって関連担当者の意見の組

織化の必要のあるものと，回覧， ftPち情報の共有範囲を設定するに留め

るものというこ段階があるということである。さらに，後段の「以テ責

任ノ所在ヲ明ニシ」という部分は，そうした情報の起点を明確化すると

同時に，各局課のレベルに責任の所在を特定し得るということを意味し

ていると考えられよう。

次に，この情報の起点と流通範囲という構造が，本省と出先の在外公

館との関係に拡大されている項目をみることにする。「本省ヨリ護送スル

公信番競中ニ主管局謀名ヲ表示スJレ文字ヲ記入ス。例へノ＼政務局主管

ノモノハ r政送第何披」通商局主管ノモノハ r通送第何盟主』トスルカ如

シ。右／如クスルトキノ＼返信接受／際主管ヲ瓢別スルニ便ナリ。」 こ

れは，前記の項目と同様に，出先と主管局とのコミュニケーションの回

路を特定すると同時に，少なくともその回路を流れる情報に関しては，

主管局が，限定的ではあるにせよ，主管ということの意味する範囲内で

責任を負うことを規定していると想定し得る。在外公館が注意すべき事

項として「本省へ／返信ニハ往信番税ノ標示スJレ主管局課名別ヲ，政－

通・舎等ノ文字ヲ番号底ノ冒頭ニ冠セシメ，本省ニ於テ公信接受ノ際主管

別ニ便ナラシムヘキコト」との規定を設けることによって，情報の起点

と帰着点とを明確にしていることからも裏付けられよう。

ところで，一般的に情報の流通範囲と，その情報を基礎として何事か

が決定される場合の決定過程への参与とは密接な関係にある。例えば，
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後の大限内閣の第4次外相時代の加藤高明が，外務省の機密文書を元老

に回覧するという慣習を，外交一元化の建前のもとに廃止して元老の憤

激を買ったといういきさつが示すように，外務省の情報の流通範囲は，

外交政策の形成過程における外務省の主体性の維持と極めて強い相関関

係を有していた。このような論理に立てば，前述の主管局課と出先との

聞の情報回路の設定は，ある程度まで，案件による主管局謀の責任とい

う性格の明示と理解することも可能と思われる。こうした前提を踏まえ

るならば，外務省の執務形態の変化を，小村寿太郎（外相在任，明治34

～38，明治41～44）の独裁的執務ぶりに典型的に示されるような大臣中

心の時代から，主管局諜中心の時代へと移行する過程における一つの指

標として，上記の決定事項を把えることも，あ告がち牽強付会ともいえ

まい。

次に，在外公館に対する注意事項の内で興味深いのは，在外公館から

本省への公信において「一信一件主義」を明確にし，公信作成上の留意

点、が詳細に規定されている点である。当時の外務省の情姥の伝達形態を

知る上で参考になると思われるので引用しておく。

「在外公館ヨリ送付ノ公信及電信中，往々一信ニ二件以上ノ事項ヲ併

記スJレモノアリト難モ，右ハ本省ニ於テ取扱上不便砂カラサルヲ以テ，

兼テ訓令ノ通リ，公信ハ凡テ一信一件ノ主義ヲ厳守シ，電信モ亦原則ト

シテ之ニ準スル様注意スヘキコト（電信ハ料金／関係上場合ニ依リテ筒

軍ナJレ別件ヲ附電スJレヲ利益トスルコト7リ）」

「公信ノ＼簡潔ニシテー讃其注意ヲ了解シ易キヲ貴7。殊ニ，公務益

益繁多ニシテ，嘗局／忙殺セラレ勝チノ時ハ，一層其必要ヲ感スJレカ故

ニ，澄リニ文飾ヲ加エ，行文冗長ニ失セサル様注意スヘキハ勿論，其用

語ノ如キモ，成ルヘク普通平易ノモノヲ用ヰ，生硬難解ノモノヲ遊クヘ

ク，殊ニ，電信ハ公信ニ比スレハ一層簡単明瞭ヲ貴フカ故ニ，一字一句

ニ注意シテ，不必要ノ語ヲ省キ，専ラ趣意ノ貫徹ヲ主トスヘキコト」

以上，みてきたように，大正2年における外務省の組織改革は，「二局
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四課制」の確立によって，大正デモクラシーの進展を背景とした世論の

圧力に行財政整理をもって応U，大陸政策の新たな展開を模索するため

の外政機構の整備拡充を行なうという文脈においてなされた。それは又，

外務省内部での従来の執務準則に再検討を加え，改善するという目的の

下になされたといえる。

皿 大戦外交と外務省

大正3年3月24日，憲政擁護会と反政友会勢力たる同志会と官僚系貴

族院議員から，シーメンス事件を契機として海軍の腐敗を衝かれ，原内

相の事態収捨策の受け入れも拒否した山本首相は，両院協議会において

1914年度予算案の不成立という状況に直面し総辞職を余儀なくされる。

4月16日，後継内閣として成立した第2次大限内閲は同志会を中心に，

国民党，中正会を加え非政友色を基調として組閣をはかった。大限内閣

は自ら掲げた軍備増強と廃減税という相矛盾する政策課題の挟撃に会っ

て苦況に陥ったが，これを救い出したのカず1914年（大正3年） 7月に勃発

した第一次世界大戦である。

8月238, ドイツに宣戦布告をすることによって参戦した日本は，中

国におけるヨーロッパ勢力の後退に乗ヒて積極的な大陸政策を展開する。

こうした一連の戦時下の外交を指導したのが大限内閣の外相加藤高明で

あり，加藤高明を補佐し， i荷蒙問題の外交課題化，さらにその解決によ

って外務省の主導性の回復を企図したのカ刈、池張造政務局長であった。

その結果が，加藤，小池らの陸軍の満蒙政策への過大な同一化となって

あらわれる。中国に対する21ケ条要求もこのような文脈において理解き

れなくてはならない。

滞英経験も長く，日英提携をその外交方針とし，終始外務省による外

交の一元化を主張してきた加藤高明が，基本的な対外政策においては構

想を異にし，外務省の主体性を脅かす主要な元凶である陸軍に，満蒙政

策において同調し，積極的な大陸政策推進の第一線に立ったのは皮肉と
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いうべきであろう。ニッシュ教授は，加藤が外交官として，ヨーロッパ

諸列強を相手に高度な外交交渉の豊富な経験を有L，ロンドンに在って

イギリス民主主義の政治過程をつぶさに見聞しながら，反面，中国にお

ける経験と中国問題に対する関心とを欠いたために，彼の対中国政策は

いわゆる他の中国通の見解に左右され勝ちであったと指摘する。そして

彼を，有能な外交官が必ずしも有能な外政家ではないというケースの典

型とみる。

この加藤の外交指導に特徴的にみられるように，当時の日本の対外政

策は，政策形成過程における複数の権力主体の角逐と，政策内容におけ

る大陸政策の強硬な展開という特徴を顕在化させつつあった。

大正4年の総選挙における大規模な選挙干渉によって国民的人気を喪

失し，政友会退治と増師の実現で元老の期待を充足したことにより自ら

の権力基盤と頼んでいた元老の支持を失なった大限は，大正5年10月4

日，政権の座から退く。

長期化する戦時態勢のもとで，挙国一致して国益の増進を計り，国防

と外交を政争の外に置こうとする権力者間の気運の酸成が，大限の失政

退陣を挺として，寺内内閣の誕生をもたらす。寺内内閣の登場が可能に

なったのは，政友会を率いる原敬が党勢挽回を期すための権力政治的考

慮から妥協的態度に出て，新内閣に対し「是々非々」の中立的立場をとっ

たことによるところも大きい。寺内内閣は，寺内自身が朝鮮総督として

韓国併合の衝に当ったという背景を有するのみならず，閣僚を軍人，官

僚で固めた超然内閣であった。「不良内閣」「非立憲内閣」という風評がジ

ャーナリズムによって流布されたこともこの内閣の性格を物語っている。

寺内内閲のもとで外相に就任したのは本野一郎であった。外務次官に

は，大｜浪内閣の石井外相時代からその任にあった幣原喜重郎，政務局長

には小幡酉吉が据えられた。

寺内は新内閣組閣の大命か守降下するより以前に，既に組問のための事

前の準備を進めていたが，大限内閣の外相石井菊次郎を二度にわたって
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外相官邸に訪れて中国問題を論じ，寺内内閣のもとでの石井の外相留任

の可能性を打診している。石井によれば，「ーー伯〔寺内正毅 筆者注〕が世

間を悌り余を突然来訪して対支論を試むるは伯の組織すべき新内閣の外

相として余に応諾の意向あるや否や，且つは仮りに外相として余に伯の対

支策を支持するの意向あるや否やを確めんとの内意に出発したる来訪と

推察・1 したとあり，対中国観の根本的相違，寺内のそうした大限内閣

倒閣の策動を快しとしない石井は寺内の打診を拒否する。

こうした経緯を経て，外相には本野一郎が就任する。本野はフランス

に学び，外交官としてもヨーロッパ，ロシアの経験が長く， 明治40年

(1907年）から外相就任の要請を受ける大正5年(1916年）までは駐露大使

として，日露関係の運営に携わっていた。外交官としては有能であった

が，反面，中国問題や日本国内の政治状況には疎かったといわれる。矢

張り似たような傾向を有する幣原が次官の任にあったため， 外務省と

しては中国問題に強い人物をその主要スタッ 7に加える必要があった。

こうした背景が，小幡酉吉の政務局長就任への道を開く。この間の事情

を彼の伝記『小幡酉吉」は「又幣原次官は国際支那といふことに就ては新

しい経験と智識を持ってはゐたけれども笛て支那に在勤したことが無い

ので，彼はこの際支那事情に詳しい政務局長が就任して呉れたならば大

変仕合せだといふ考を有って居た。殊に寺内内閣の主要外交は専ら対支

問題に指向されて居ったから，一層その人選が重視されたのであるりと

説明する。

こうして外務省首脳部の陣容は整えられ，彼らの立案になる対中国政

策の方針は，そのまま寺内内閣の対支政策として採用され，大限前内閣

の中国政策からの転換がはかられた。それは，一言にしていえば，政治・

経済・軍事全ての面から積極的に中国に介入して，中国統一政府の樹立

を促L，満蒙における日本の排他的優越性を確立しようとする露目な干

渉策であった。寺内はこのように政策上の外務省の同調を媒介として，

外務省を自らの外交指導の枠に取り込み在がら，一方で大陸政策実施の
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主体性を外務省から剥奪L，陸軍の比重を培そうとする画策を続ける。

このように「挙国一致」の外交をスロ ガンに対外政策の形成主体が権

力機構上層部に吸収されていく過程は，外務省内部に対して，どのよ

うな影響を及ぼしていっただろうか。f云記『小幡酉吉川主，当時の外務省の

執務形態の特徴を次のように説明する。「ーその頃，外務省内部の仕事の

進め方は各局とも課長中心主義で，大体のことは課長の下で一切の仕事

を総括し，局長の同意を得るという風なやり口であったりそして，こう

したいわば第一線の実働部隊としての役割を担った省員は，支那関係を

扱う政務局第一課の謀長が小村欣ーで，その下で木村鋭ー，栗野昇太郎

等がこれを補佐し，欧米関係を主管する第二課の課長は公卿華族の武者

小路公共であり，課員として青木新，杉村陽太郎，坪上貞二がいた。ここ

で注目すべきは，前節でも触れた主管局課中心の執務形態がこの時期に

は定着しており，しかも課長レベルがその作業の実質的担い手となって

いたという点である。換言すれば，外交案件の処理をめく、る，情報の収

集，分析，対応策の立案といった具体的作業過程の展開は，政務局に関

する限り，小村，武者小路の二人によって統轄されており，政務局長小

幡は，二人の下僚の仕事に同意を付与するという行為を通ヒて外務省の

仕事の具体的局面に境界と一貫性を与えていた。そして一方で上層部と

しての仕事，つまり一般的在形での外交方針を作成するという作業にお

いては，基礎的な原案の提示という仕事を担当していたことは既にみた

通りである。具体的な実施のレベルにおける全体的なコントロールと総

括的在方針の提示のための具体的な原案作りという，政務局長の二重の

機能は，対外政策作成過程における外務省の主体性の問題との関連で注

目しておいてよいと思、われる。

当時の外務省には，さらにもう一人，注目しておくべき人物が居た。

それは首相秘書官でもあった外務書記官の松岡洋右である。松岡は山口

県出身で首相の寺内とは同郷であったため，寺内には重宝がられた反面，

正反対の個性をもっ小幡とはあまりそりがあわなかったといわれる。前
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掲小幡伝は，松岡が「木村書記官をそそのかしては，重要外交案件を局

長，次官，大臣を抜きにして直接総理に持込んだり，或は，次官，局長

を差し置いて大臣と談ビこんだりして随分上司の人々を憤慨させたり，

困らせたりしたJことを伝えている。このような松岡の振舞は二つの点

で興味深い。第ーには，後年外政家として外交指導にあたった時の松岡

の外交アプローチを予見させるに足るという点において，又第二には，

当時の戦時外交下でそうであったように，外交指導における外務省の主

体性が相対的に低下した状況において，省内の統ーを省の内部から撹乱

する動きが出てくるという点、においてである。

さて，最後にもう一つ，当時の外務省に関する問題として触れておか

なくてはならないのが，外務省臨時調査部の設置である。戦争の長期化

は，戦前の国際政治の枠組みが崩壊するという確信を深め，戦後の来た

るべき新たな状況に有効に対処すべく，様々な状況可能性の検討とそれ

に即応するための基礎的な調査の必要性が痛感された。寺内内閣成立後

間もない，大正6年2月12日に設置をみた外務省臨時調査部が，その規

定の第l条に「臨時調査部ハ戦時及戦後二施設スヘキ外務省所管／事項

ニ関スJレ事務ヲ掌Jレ」ことを目的として掲げたことは，それを端的に物語

っている。外務省臨時調査部が，同じ日付で設けられた大蔵省臨時調査

局（関税及金融問題を扱う），農商務省臨時産業調査局，逓信省臨時調査

局（電気及海事を調査）などの調査機関の設立と軌をーにして誕生したと

いう事情は，当時の日本が戦時下にありながら，全体的な規撲で，来た

るべき内政，外交の挑戦に応ピょうとしていた姿勢をうかがわせる。

外務省臨時調査部内規は，第一条で調査部を三つに分けて，それぞれ

調査委員会を置くことを規定L，第二条で各々について「第一部ニ於テ

ハ政務ニ関スル事項ノ調査ーー第二部ニ於テハ通商経済ニ関スル事項／
四

調査ー ー第三部ニ於テハ法務ニ関スjレ事項ノ調査ヲ掌Jレ」と，その調査対

象事項の分担を明らかにした。さらに第三条で，「調査各部二部長ヲ置キ

所管調査事務ヲ掌理セシム。第一部長ハ政務局長，第二部ハ通産局長，
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也S

第三部長ハ持ニ命ヲ受ケタル外交官〔松田参事官ワ〕ヲ以テ補ス」と責任

者の配置を示し，第四条では「調査委員会ハ各部調査／結果ヲ審議決定
凶

シ之ヲ大臣ニ上申ス」と，その義務及び大臣との関係を説明した。文第

五条においては，調査委員会ハ調査部長〔外務次官〕主宰ノ下ニ各部長及

ピ特ニ命ヲ受ケタル外務省高等官，外交官，領事官又ハ外務省嘱託ヲ以

テ組織ス。但シ，調査部長ハ必要7！レ場合ニハ他ノ外務省高等官，外交

官，領事官又ハ外務省嘱託ヲシテ特定事項ノ審議ニ参加セシムJレコトヲ

得」と述べ，組織の人的構成を明示した。

このように外務省臨時調査部の内規は，調査部の仕事の内容及び分tll.,

調査部在構成するメンバー，それに構成員聞の関係等を規定しているが，

さらに重要なのは，この調査部の構造自体が来たるべき外務省の組織改

革の原型をなしているという点である。大正2年に「二局四課制」を確立

した外務省が，次に重要な組織改革を経験するのは大正8年7月2日に

おける条約局の新設である。条約局を加えて，政務，通商，条約という

「三局制」となるのをまさに先取りする形で，「政務」「通商経済」「法務」の

三事項に関する調査を目的とした，臨時調査部が構想されていたことは

注目に値しよう。このことは，悔時調査部設置の目的が，戦後体制への

対応という意味を含んでおり，第一次大戦の終戦，ヴェlレサイユ会議で

の講和条約の調印と付節を合わせるように外務省のr三局制」への移行が

行なわれたことからもそれは明らかである。

これまで述べてきたことから既に明らかなように，大戦下における外

務省の外交指導の特徴は，次の二つの点に要約できる。

第一は，首相を中心とするより上位の権力集団が積極的に外交指導に

あたったことにより，相対的に外務省の指導性の低下がみられた点であ

り，第二は，省内に戦後体制への対応を準備する補完的組織が創出され

たことである。この二つの特色は，臨時外交調査委員会の設立へと収童文

していくわけだが，その過程の分析こそが次節の課題に他ならない。
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N 臨時外交調査委員会と外務省

本稿の冒頭で述べたように，日本の近代史において外務省は，外交指導

における主体性の維持を組織の至上課題として負っていた。そして外務

省による外交の一元的指導を阻害する勢力としては，元老，軍部，枢密

院，政党といった諸集団があった。外務省とこれら諸集団とは，様々な

外交の局面において，又種々の問題領域において直接，間接に対立をひ

き起こした。しかしながら，超党派的な組織が形成され，その組織が外交

の指導性を排他的に独占する時，外務省の危機は最も深刻化する。大正

6年6月6日，勅令第57号をもって臨時外交調査委員会（以下，外交調査

会という）設立の官制が公布された時，外務省はまさしくそのような危

機に直面したといえよう。超然主義を標扮して前年10月に誕生した寺内

内閣は，当初から挙国一致体制を基盤とした戦時下の内政外交の運営を

企図していたが，外交においてその意図の顕現をみたのが外交調査会に

他ならなし3。寺内がこの時点、で調査会の設置に踏み切ったのは，それに

先立つ 4月20日の総選挙において，多数党となった政友会を与党化し，

内閣の権力基盤を固めたことが背景となっている。外交調査会の構想、か
位とa

ら設立の経緯に関しては，小林龍夫教授の研究で既に詳しい。又，外交調査

会内部における実際の審議の過程は，その一部を伊東己代治関係文書に

伺うことができるが，そうした内容について立ち入って論ピることは，

本稿の目的とするところではない。ここでは本稿の主題に即して外務省

と外交調査会との関係に，その協調と対抗という視点から，それも外交

調査会の活動の比較的初期に考察の対象を限定して，検討を加える。

小林教授の研究においても明らかなように，外交調査会の設立は，超

党派的外交の実現という顕教的側面と同時に，委員の構成における権力

政治的打算という密教的側面を有していた。特に元国務大臣の資格にお

いて，政友会総裁原敬，国民党総裁犬養毅といった政党指導者を委員と

して取り込んだことは，その端的な表われといえよう。委員は寺内首相

を総裁と L，上記二名の政党指導者の他には，本野一郎外相，後藤新平
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内相，加藤友三郎海相，大島健一陸相，枢密院から牧野伸顕，平田東助，

伊東己代治という構成であった。又，幹事長には本里子一郎が就任し，そ

の下に幹事として，幣原喜重郎外務次官，鈴木貫太郎海軍次官，山田隆

一陸軍次官，それに内閣書記官長児玉秀雄が加わった。

官制第一条で「宮中ニ臨時外交調査委員会ヲ設ケ天皇ニ直隷シテ時局

ニ関スル重要／案件ヲ考査審議セシム」と規定し，同 t;＜第4条で「総裁

ι＇＂ ハ旨ヲ承ケテ委員会ヲ統督シ議事ヲ整理シ敷奏ノ任ニ謄Jレ」と述べ，外交

調査会の地位，目的，総裁の任務を明らかにしている。さらに内則は，

幹事長の職務を明示しており，外務省との関係を探る手懸りを提供する。

即ち内則第二条は「本会ノ会同事項ヲ分チテ報告会評議会ノ二種トス。

報告会ニ於テハ幹事長外交上ノ経過及情況ヲ報告シ其他委員ノ提議ニ応

シ調査ノ資料ヲ提供ス。評議会ニ於テハ幹事長ヨリ予メ各委員ニ配布ン

タル議案，合同ノ席上ニ於テ幹事長ヨリ臨H寺提出スル議案若ハ幹事長ヨ
四

リ口述スJレ案件ニ付キ調査審議スルモノトス」と規定しており，第七条は

重ねて「各方面ヨリ到達スル電報ソノ他ノ報告文書ニシテ幹事長ニ於テ

調査ノ資料タルヘキモノト認ムJレトキハ委員ノ需求アルト否トニ拘ラス

其ノ要領ヲ抄録シテ随時各委員二送付シ若ハ会同ノ席上其ノ閲覧ニ供シ
巴η

又ハ朗読セシムJレコト 7！レヘシ」という。

これらの官制及び内則は何れも伊東己代治の発案になるものであるが，

彼はここで明らかに幹事長の本野外相を，外交に関する情報の提供者で

あり，議案の審議を行なうに際しての材料の選択者として想定している

ことがわかる。換言すると，対外政策についてそれを審議決定するのは

外交調査会であり，外務省は必要な情報を収集，選別してそれを外相を

通じて外交調査会に提供L，外交調査会の出した結論を受けてその実施

にあたるという仕組みが浮き彫りにされる。

こうした両者の関係に即してその性格付けを行なうとすれば，それは

同一の作業をめぐる同ーの次元での協調と対抗ではなく，対外政策の形

成と実施という共通の目標のもとにおいて，異質な作業を異なるレベル
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において分担するという形での協調と対抗ということができょう。只，

外務省の側からすれば，作業の上での対抗よりも心理的位相における対

抗の方が遥かに大きな比重を占めたであろうことは想像に難くない。

外交調査会は，発足の当初からその権限や機能をめぐって世論の強い

批判にさらされた。批判の要点を拾ってみると，憲法との抵触，宮中府

中の別を乱す，国務大臣の責任転嫁等々の論点、があげられるが，外務省

との権限，機能の衝突を指摘する視点はなく，明らかに外交調室会が外

務省という一行政組識よりは上位の，少なくとも内閣のレベルに匹敵す

る機構というイメ ジをもたれていたことがわかる。実際の委員会の運

営にあっても， 「…内閣と調和を欠くとか，札機を生ビるとかいうこと

はなく，一時喧しかった議論〔即ち上述の様な批難一一筆者注〕も跡を

絶ち，戦争が拡大するに連れて，委員会も次第にその存在を重要視され
出

るに至ったように感ピた。」といわれるように，その対外政策形成におけ

る指導性は相当に強いものであったと想像される。

このような状況にあっては，外務省の存在が相対的に等閑視されるの

もやむを得ないことであった。当時外務省にあった人物の目を通して，

外交調査会を眺めてみると，その辺の事情は極めてはっきりする。

外交調査会の幹事を務めた外務次官の幣原喜重郎は，委員伊東己代治

との関係を「委員の一人，伊東巳代治伯は，とても勉強家で，調査会の

聞かれる前の晩には，きまって自宅に私を呼V'eつけ，外交の経過実相を

聴きただすのであった。そしてその晩のうちに，自分の議論を網めあげ，

ちゃんとそれをノ 卜して来て，治々と議論する。だから彼のいうこと

は，理路整然としているので，他の連中は歯が立たない。しかしその材料
聞

の出所は，みな私から出ている。私は苦笑を禁ピ得なかヮた。」と回想す

る。外交調査会の審議にあ、いて，常にリーダーシップを発揮していたの

が伊東己代治であったことを併せ考えれば，幣原の証言は，対外政策形

成過程の知的側面において，外務省の役割に高い評価を与える根拠とな

り得るかもしれない。しかし『原敬日記』は，大正6年6月22日の箇所で，
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「外交調査曾を宮中に開らき出席せしに，本野外相の老母今朝死去せり

とて外務次官過日本野演説の績を演述せしも，本野居らずしては要領得
削

がたきに因り書に至りて中止せり。」と伝えており，外交調査会における

外務次官の立場を暗示している。又，幣原と伊東との関係は，幣原品吋予

東の外務省に対する態度に批判的であったことなど，かなり屈折した面

をも有するが，固よりそれは幣原，伊東の個人的確執という次元にとと

まらず，その背後に外務省と外交調査会との対抗関係が存在していたこ

とはいうまでもない。

さらに小幡伝はそうした両者の，即ち外務省と外交調査会との関係の

性格を次のようにより直接的に表現する。「この調査委員会が組織されて

以来，外交大権は外務省から離脱してしまって，外務省は単に外交事務
E山

を取扱ふだけの官庁になってしまったのであるり さらに寺内と外務官

僚との関係を，寺内が「人の使い方なども厳格な階級制度を重んずる軍

人的態度で臨むものであるから，外務大臣たる本野一郎でも或は後藤新
悶

平でも，寺内の前に出れば殆んど頭が上らぬと言って良い有様」で，「外

務省の次官や政務局長等はその道では相当のベテランであり，又俊才で

あっても，寺内にかかつては全く単純な一事務官として取扱はれ，殆ん
回

ど眼中に置かれなかった。」と説明する。このような関係であっては，彼

らが勢い「単に外交技術屋として専門事項に就ての所見を徴せられ，各

種の外交実務を執行するだけのことても，外交国策や施策に関しては僅か

に大臣を通じて意見を具申するくらゐかを関の山」という状況に立ち至っ

たのもやむを得ないことといわねば在るまい。

外交調査会の外務省に対する事務機関視は，政務局長の一種の閑職化

という形をとって集中的に表れる。前節で述べたように，外務省が外交

指導の主体として一体感を保持しており，組織として機能の統合に成功

している間は，政務局長の役割は極めて重要であった。何故なら政務局

長は下級のレベルで行なわれる情報の収集，分析並びに政策選択肢の作

成と，上級のレベルで行なわれる選択肢の採択としての意志決定とを媒
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介する場に位置するからである。ところが外交調査会のような組織が存

在して，外務省上層部の機能を剥奪し，その結果，外務省全体が，本来

の外務省内の下級機関化することにより，政務局長の機能は上下二方向

に分解され，吸収されてしまうという現象が起きてくる。これを職階に

即していうなら，大臣，次官の課長化であり，課長クラスの出先機関化

ということもできょう。前掲の小申需伝は政務局長小幡酉吉のそうした姿

を松島盛元大使談として次のように伝える。 「何しろその頃は外交調査

会なるものがあって，然かも外務大臣がその幹事長で，その補佐が幣原

次官といふ切れ者だし，その又下を働いてゐるものが，首相秘書官で我

謹一杯の松岡洋右やその棒組の木村鋭市だったから一寸外観から見ると

どうも政務局長小幡酉吉は浮き上ってゐたような格好を示してゐたもの

だから，何か厄介な問題にぷっつかると正直で短気な小幡さんは平常

の不平不満をつい漏らしたのであろうと思はれるのである。当時外務省

の機構は政務と通商の二局しかなく，政務局の仕事の大部分は外交調査

会の方でやってしまふものだから，手を出す余地がない。結局政務局長

" は支那問題以外に働く仕事がないという実情にあった。」

以上のように外交調査会の設置は，対外政策形成過程において，外務

省との聞に機能分担をめぐって対抗関係を創出L，次第に外務省の主体

性を脅かすようになった。と同時にそれは又，省内の統合を弱めるとい

う波及効果をももたらす結果となった。

v むすびにかえて

大正初期の外政機構の変還を，外務省を中心として，その「二局四課

出l]jの確立から，外交調査会の設置に至るまでを検討してきたが，本稿

の冒頭において述べたように，それは当時の日本の内政と外交の激しい

変動を背景としていた。つまり，内における大正デモクラシ 状況の進

展と外における大戦外交の展開とがその主要な二つの動因であった。こ

のような文脈において外務省は，外交の一元化という組織理念を支柱と
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して，主体性の確立を模索してきた。模索の過程は，組織の改革，省内

における補助的機構の創出，省外に存在する対抗組織との相刻と様々な

形態をとったが，そこに一貫する特色は，後進帝国主義国としての日本

の外交そのものの対外的自己確信の強化が追求されていたことである。

権力集団の多元的構成は確かに日本の権力構造の特質ではあったが，そ

うした諸集団の組み合わせの変更によって対外政策の選択の幅が規定さ

れた日本の外交は，反面，外交理念の下に政策を統轄し，その担い手と

しての外務省の主体性の基盤を強化することをなし得なかった。こうし

た視座からみる限り，本稿が分析の対象とした時期の外政機構の変動も，

単に第一次大戦を境とした内外の環境変化の関数としてのみ寺らず，日

本外交に内在する普遍的特質として把えることもできるのではないだろ

うか。

(1981年6月30日捌筆）

注

111 大正元年，内国外相の命を受けた外務省政務局長阿部守太郎は，対渦家政策を

中心とした外務省の政策指針を明らかにする意見書を起稿L，大正2年さらに

これを補訂する。内容は，「満蒙問題，関東州租借地問題，南満州鉄道問題，経

済的利益ノ伸長，日露協約，支那一般ニ対スル政策，福建省問題，領事館情設

問題，満州ニ於ケル朝鮮人問題，外交ノ統等」に及ぶ。

(2) 『日本外交文書』大正二年，第二冊，外務省，昭和39年.11075頁，注111に示し

た内容の内，外交ノ統ーの項。

(3）三上昭美 r外政機構の確立に関する一考察Jr日本外交史の諸問題E，国際政治』
日本国際政治学会， 1964年， 32頁。

(4）向上 37頁。

(5）坂里子正高 『現代外交の分析』 東京大学出版会， 1971年， 94-95頁。

(6）外務省文書 「外務省事務関係雑件， 6ー1-2 -65」 大正2年7円。尚，引

用文中の句読点は筆者が補った。

171 同上。

(8）同上。

(9）同上。

帥同上0

OI) 同上。

同三谷太郎 rr転換期』(1918 1921年）の外交指導Jr近代日本の政治指導』
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東京大学出版会， 1965年， 307頁。

(I~ Ian Ni,h, Japane.e Fo,e;gn Pol;cy, 1869ー1942, Routledge & Kegan 

Paul, 1977, p. 103 

M 石井菊次郎 『外交随想」 鹿島研究所出版会，昭和42年， 207 208頁。

同小幡酉吉博記刊行宵旬、幡酉吉』小幡酉吉博記刊行会，昭年32年， 197頁。

(I~ 同上 197頁。

川向上 197頁。

Oc 外務省百年史編議委員会 「外務省の百年』上原書房，昭和44年， 656 657頁。

（同外務省文書 「外務省内規関係雑件 6 1 2 69」 大正6年4月。引用文

中の句読点は筆者が補った。

側同上。

凹）向上。

ω 向上。

~3）小林龍夫 「臨時外交調査委員会の設置Jr日本外交史的諸問題E，国際政治』

日本国際政治学会， 1964年。

削小林龍夫編 r翠雨荘日記 伊東京文書』原書房，昭和41年， 207-208頁。

回向上 208頁。

間外務省百年史編築書員会，前掲書， 661 662頁o

m 同上 662頁。

岡牧野仲~fl '@I顧録』下中公文庫版，中央公論社，昭和52年， 145頁。

聞幣原喜重郎 r外交五十年』 原書房，昭和49年， 255頁。

剛原敬『原敬日記』 7 是々非々時代稿，乾元社，昭和26年， 191頁。

~I) 小陥商吉WI記刊行骨，前掲書， 195頁。

間同上 195頁。

凶向上 195頁。

倒同上 195頁。

闘向上 198頁。

尚，臨時外交調査委員会が存在した時期における，外務省側の臨時外交調査

委員会に対する対応を探る資料は残念、乍ら残っていない。従って，本稿におけ

る考察も，そのよう在資料上の制約の下になされたものである。
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JAPAN'S DIPLOMACY: 

Institutional Interaction During the Taisho Permd 

<it Summary > 

N aoki Ishihara 

This article will probe the interactrnn between the Ministry of Foreign 

Af白irsand other agencies responsible for Japanese diplomacy from 1902 

until 1917 While exam1mng the conflict and cooperation between these 

two institutional sectors, the article will also review世田 declineof 

Ministry influence in initiating and implementing foreign policy. 

Sectrnn one will set-off the study with an examination of the general 

political environment during early Taisho. Section two will then analyze 

a major bureaucratic reform，“the two divtsion-four department system," 

and its impact on the actual working of the Ministry itself. Sections 

three and four will respectively focus on the Mmistry’s conduct of 

五oreignaffairs during World War I, and the Ministry’s relationship with 

由eTemporary Council on Foreign Affairs established by Prime Minister 

Terauchi m June 1917 Sectrnn five will conclude the study with an 

a田essmentof the policy making process within the Foreign Mimstry and 

the ways it changed during the Taisho Period. 


